
大島

　　　扶養手当　

片道の距離 現行 改定後 片道の距離 現行 改定後

　２km以上　　４km未満 2，000円 現行どおり ５０km以上　　５４km未満 38，100円 29，300円

　４km以上　　６km未満 4，500円 3，800円 ５４km以上　　５８km未満 39，900円 31，400円

　６km以上　１０km未満 7，100円 5，400円 ５８km以上　　６２km未満 41，600円 33，500円

１０km以上　１４km未満 10，300円 7，600円 ６２km以上　　６６km未満 43，300円 35，600円

１４km以上　１８km未満 13，500円 9，800円 ６６km以上　　７０km未満 45，000円 37，700円

１８km以上　２２km未満 16，700円 12，000円 ７０km以上　　７４km未満 46，700円 39，800円

２２km以上　２６km未満 19，900円 14，200円 ７４km以上　　７８km未満 48，400円 41，900円

２６km以上　３０km未満 23，100円 16，400円 ７８km以上　　８２km未満 50，000円 44，000円

３０km以上　３４km未満 26，300円 18，600円 ８２km以上　　８６km未満 50，000円 46，100円

３４km以上　３８km未満 29，500円 20，800円 ８６km以上　　９０km未満 50，000円 48，200円

３８km以上　４２km未満 32，700円 23，000円 ９０km以上　　９４km未満 50，000円 50，300円

４２km以上　４６km未満 34，500円 25，100円 ９４km以上　　９８km未満 50，000円 52，400円

４６km以上　５０km未満 36，300円 27，200円 　９８km以上　 50，000円 54，500円

現　　　行

４，２５０円

４，２５０円

３，０００円

　　　　　　＊平成３０年１月１日より実施

　　　　　９０km未満　減額　　　　　　９０km以上増額

　　　通勤手当

①交通機関等利用者の全額支給限度額引き上げ
　　　　　現行　　５５，０００円　　　　改訂後　　７０，０００円

②自動車等使用者の手当月額の改訂　　　　　　　　　　　　　　　　　　大幅な引き下げです

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年度　給与改定について（概要）

　人事委員会の勧告を受けて、１1月定例議会で給与条例が改正されました。今年度は、残念な

がら、給料表の改訂はありませんでしたので、給料・ボーナスとも現状のままです。よって、差額

の支給はありません。ただし、諸手当等の改訂がありましたので、お知らせします。

改　訂　後

５，１００円

５，１００円

３，６００円

　　　　　　＊平成３０年４月１日より実施

　　　教員特殊業務手当

業　務　の　種　類

修学旅行等引率指導業務（修学旅行・宿泊学習）

対外運動競技等引率指導業務

部活動に関わる指導業務

話和 輪
共同実施だより 特別号

Ｈ２９．１２．２０

配偶者に係る手当の月額を減額し、子に係る手当の月額を引き上げる。（段階的） 

 平成３０年度  配偶者 １３，０００円      １０，０００円 

         子    ７，１００円       ８，５００円 

 平成３１年度  配偶者 １０，０００円       ６，５００円 

         子    ８，５００円      １０，０００円 


